
�金沢市告示第243号

身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号) 第15条第１項の規定により､ 診断を担当する医師として次のとおり指

定したので､ 金沢市身体障害者福祉法施行細則 (平成８年規則第63号) 第２条の規定により告示します｡

平成17年８月11日

金沢市長 山 出 保
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告 示

医療機関の名称 所 在 地 診療科目 医師の氏名 指定年月日

福久クリニック 金沢市福久町ワ１番地１ 内 科 松 井 健一郎 平成17年６月29日

福久クリニック 金沢市福久町ワ１番地１ 内 科 松 下 裕 之 平成17年６月29日

独立行政法人 国立病院機構

医王病院

金沢市岩出町ニ73番地 神 経 内 科 佐村木 美 晴 平成17年６月29日

独立行政法人 国立病院機構

医王病院

金沢市岩出町ニ73番地 内 科 田 上 敦 朗 平成17年６月29日

石川県済生会金沢病院 金沢市赤土町ニ13番地６ 外 科 大 竹 由美子 平成17年６月29日

石川県済生会金沢病院 金沢市赤土町ニ13番地６ 外 科 今 井 哲 也 平成17年６月29日

石川県済生会金沢病院 金沢市赤土町ニ13番地６ 外 科 龍 沢 泰 彦 平成17年６月29日

石川県済生会金沢病院 金沢市赤土町ニ13番地６ 内 科 荒 木 勉 平成17年６月29日

ＮＴＴ西日本金沢病院 金沢市尾張町２丁目16番76号 外 科 木 村 寛 伸 平成17年６月29日

金沢循環器病院 金沢市田中町は16番地 内 科 寺 井 英 伸 平成17年６月29日

金沢循環器病院 金沢市田中町は16番地 心臓血管外科 上 山 克 史 平成17年６月29日

(毎月３回 １日 11日 21日発行)

第２４９１号
平成17年 (2005年) ８月11日

〒920‐8577
金沢市広坂１丁目１番１号
発行所 � � � � �

(題字 山出金沢市長)



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第244号

身体障害者福祉法施行令 (昭和25年政令第78号) 第３条第２項の規定により､ 次の医師から身体障害者福祉法 (昭

和24年法律第283号) 第15条第１項の指定を辞退する旨の届出があったので､ 金沢市身体障害者福祉法施行細則 (平

成８年規則第63号) 第２条の規定により告示します｡

平成17年８月11日

金沢市長 山 出 保
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浅ノ川総合病院 金沢市小坂町中83番地 整 形 外 科 羽 藤 泰 三 平成17年６月29日

独立行政法人 国立病院機構

金沢医療センター

金沢市下石引町１番１号 整 形 外 科 多 田 薫 平成17年６月29日

独立行政法人 国立病院機構

金沢医療センター

金沢市下石引町１番１号 整 形 外 科 白 井 寿 治 平成17年６月29日

独立行政法人 国立病院機構

金沢医療センター

金沢市下石引町１番１号 整 形 外 科 林 雅 之 平成17年６月29日

独立行政法人 国立病院機構

金沢医療センター

金沢市下石引町１番１号 眼 科 安 藤 佳奈子 平成17年６月29日

独立行政法人 国立病院機構

金沢医療センター

金沢市下石引町１番１号 泌 尿 器 科 杉 本 和 宏 平成17年６月29日

国立大学法人 金沢大学医学

部附属病院

金沢市宝町13番１号 神 経 内 科 石 田 千 穂 平成17年６月29日

国立大学法人 金沢大学医学

部附属病院

金沢市宝町13番１号 脳神経外科 � 田 潤一郎 平成17年６月29日

金沢市立病院 金沢市平和町３丁目７番３号 内 科 紺 谷 浩一郎 平成17年６月29日

金沢市立病院 金沢市平和町３丁目７番３号 外 科 矢 � 潮 平成17年６月29日

金沢市立病院 金沢市平和町３丁目７番３号 内 科 鷹 取 元 平成17年６月29日

金沢市立病院 金沢市平和町３丁目７番３号 内 科 片 山 伸 幸 平成17年６月29日

金沢社会保険病院 金沢市沖町ハ15 外 科 喜 多 一 郎 平成17年６月29日

金沢社会保険病院 金沢市沖町ハ15 整 形 外 科 滝 野 哲 也 平成17年６月29日

金沢聖霊総合病院 金沢市長町１丁目５番30号 整 形 外 科 伊 井 定 雄 平成17年６月29日

医療法人社団 扇翔会 南ヶ

丘病院

金沢市馬替２丁目125番地 形 成 外 科 井 本 敏 弘 平成17年６月29日

医療機関の名称 所 在 地 診療科目 医師の氏名 辞退年月日

独立行政法人 国立病院機構

金沢若松病院

金沢市若松町セ103番地の１ 内 科 齊 藤 正 典 平成17年２月28日

独立行政法人 国立病院機構

金沢若松病院

金沢市若松町セ103番地の１ 内 科 西 澤 依 小 平成17年３月31日

金沢社会保険病院 金沢市沖町ハ15 整 形 外 科 森 下 肇 平成17年３月31日

石川県済生会金沢病院 金沢市赤土町ニ13番地６ 整 形 外 科 尾 島 朋 宏 平成17年４月１日

石川県済生会金沢病院 金沢市赤土町ニ13番地６ 外 科 川 浦 幸 光 平成17年４月１日

ＮＴＴ西日本金沢病院 金沢市尾張町２丁目16番76号 外 科 小矢崎 直 博 平成17年３月31日

独立行政法人 国立病院機構

金沢医療センター

金沢市下石引町１番１号 整 形 外 科 納 村 直 希 平成17年３月31日

独立行政法人 国立病院機構

金沢医療センター

金沢市下石引町１番１号 脳神経外科 岩 戸 雅 之 平成17年３月31日

春日町ケアセンター 金沢市春日町１番10号 内 科 森 孝 夫 平成17年３月15日

石川県立中央病院 金沢市鞍月東２丁目１番地 整 形 外 科 上 原 健 治 平成17年４月１日



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第245号

身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号) 第19条の２第１項の規定により､ 更生医療を担当させる医療機関とし

て次の医療機関を指定したので､ 金沢市身体障害者福祉法施行細則 (平成８年規則第63号) 第２条の２の規定により

告示します｡

平成17年８月11日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第246号

身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号) 第19条の２第３項の規定により､ 次の医療機関から同法第19条の２第

１項により指定された更生医療指定医療機関を辞退する旨の届出があったので､ 金沢市身体障害者福祉法施行細則

(平成８年規則第63号) 第２条の５の規定により告示します｡

平成17年８月11日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第247号
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金沢循環器病院 金沢市田中町は16番地 心臓血管外科 上 山 圭 史 平成16年９月30日

金沢循環器病院 金沢市田中町は16番地 内 科 荒 木 勉 平成15年８月31日

金沢駅前ぐっすりクリニック 金沢市本町２丁目12番16号 内 科 鈴 木 智 平成17年５月１日

国立大学法人 金沢大学医学

部附属病院

金沢市宝町13番１号 脳神経外科 長谷川 光 広 平成17年４月１日

国立大学法人 金沢大学医学

部附属病院

金沢市宝町13番１号 脳神経外科 山 下 純 宏 平成17年４月１日

国立大学法人 金沢大学医学

部附属病院

金沢市宝町13番１号 泌 尿 器 科 今 尾 哲 也 平成17年３月31日

国立大学法人 金沢大学医学

部附属病院

金沢市宝町13番１号 泌 尿 器 科 小 松 和 人 平成17年３月31日

国立大学法人 金沢大学医学

部附属病院

金沢市宝町13番１号 整 形 外 科 中 田 理 也 平成17年４月１日

国立大学法人 金沢大学医学

部附属病院

金沢市宝町13番１号 外 科 清 水 康 一 平成17年４月１日

国立大学法人 金沢大学医学

部附属病院

金沢市宝町13番１号 神 経 内 科 古 井 英 介 平成17年３月31日

国立大学法人 金沢大学医学

部附属病院

金沢市宝町13番１号 内 科 明 茂 治 平成17年３月31日

国立大学法人 金沢大学医学

部附属病院

金沢市宝町13番１号 脳神経外科 立 花 修 平成17年４月20日

金沢市立病院 金沢市平和町３丁目７番３号 脳神経外科 羽 場 勝 彦 平成17年３月31日

金沢市立病院 金沢市平和町３丁目７番３号 産 婦 人 科 山 田 光 興 平成17年３月31日

石川県立中央病院 金沢市鞍月東２丁目１番地 脳神経外科 染 矢 滋 平成17年６月１日

名 称 所 在 地 担当すべき医療の種類 指定年月日

社団法人石川勤労者医療協会

城北病院

金沢市京町20番３号 腎臓に関する医療 平成17年７月１日

名 称 所 在 地 開 設 者 辞退年月日

竹田薬局 金沢市三口新町２丁目３番６号 竹田 幸造 平成17年３月31日



結核予防法 (昭和26年法律第96号) 第36条第１項の規定により､ 指定医療機関として次の医療機関を指定したので､

結核予防法施行令 (昭和26年政令第142号) 第２条の５第１項の規定により告示します｡

平成17年８月11日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第248号

結核予防法 (昭和26年法律第96号) 第36条第４項の規定により､ 次の指定医療機関から指定を辞退する旨の申出が

あったので､ 結核予防法施行令 (昭和26年政令第142号) 第２条の５第２項において準用する同条第１項の規定によ

り告示します｡

平成17年８月11日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第249号

金沢市自転車等駐車場条例 (平成３年条例第１号) 第11条第１項の規定により､ 自転車等を移動し､ 保管したので､

金沢市自転車等駐車場条例施行規則 (平成３年規則第３号) 第７条の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成17年８月11日

金沢市長 山 出 保

１ 保管自転車等が駐車してあった駐車場の名称

金沢市営金沢駅第１自転車駐車場

金沢市営金沢駅第２自転車駐車場

金沢市営金沢駅第３自転車駐車場

金沢市営金沢駅東自転車駐車場

金沢市営本町２丁目自転車駐車場

金沢市営西金沢駅前自転車駐車場

金沢市営東金沢駅東自転車駐車場

金沢市営東金沢駅西自転車駐車場

金沢市営森本駅東第１自転車駐車場

金沢市営森本駅西自転車駐車場

金沢市営額住宅駅前自転車駐車場

金沢市営みどり１丁目バス停前自転車駐車場

金沢市営四十万バス停前自転車駐車場

金沢市営香林坊自転車駐車場

金沢市営柿木畠自転車駐車場

金沢市営片町広場自転車駐車場

２ 保管自転車等の台数

自転車 168台

３ 自転車等を移動し､ 保管した日

平成17年７月１日から同月31日まで

４ 保管自転車等の返還を申し出る場所

金沢市広坂１丁目９番16号

財団法人 金沢まちづくり財団

５ 保管自転車等を返還する日時及び場所
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名 称 所 在 地 開 設 者 指定年月日

村田医院 金沢市矢木２丁目212番地 村田 高志 平成17年８月１日

名 称 所 在 地 開 設 者 辞退年月日

村田医院 金沢市矢木２丁目212番地 村田 進 平成17年７月31日



日時 平成17年８月11日から平成18年２月11日まで

午前10時から午後７時まで

場所 金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第250号

金沢市自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例 (平成６年条例第45号) 第６条第２項及び第７条第２項の規

定により､ 自転車等を撤去したので､ 同条例第９条第１項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成17年８月11日

金沢市長 山 出 保

１ 自転車等を撤去した場所及び撤去した自転車等の台数

２ 自転車等を撤去した日

平成17年７月１日から同月31日まで

３ 撤去した自転車等を返還する期間及び場所

� 期間

平成17年８月11日から平成18年２月11日まで

� 場所

金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫

金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 (昭和60年条例第36号) 第６条第２項において準用する同条例第４

条第１項の規定により､ 次の者の浄化槽保守点検業者登録簿を変更登録したので公告します｡

平成17年８月11日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第39条第１項の規定により､ 次の土地区画整理組合の事業計画の変更を

認可したので､ 同条第４項の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成17年８月11日

金沢市長 山 出 保
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自 転 車 等 を 撤 去 し た 場 所 撤 去 し た 自 転 車 等 の 台 数

金沢駅前自転車等放置禁止区域
自 転 車 43 台

原 動 機 付 自 転 車 2 台

香林坊地区自転車等放置禁止区域 自 転 車 6 台

西金沢駅前自転車等放置禁止区域 自 転 車 10 台

片町地区自転車等放置禁止区域 自 転 車 7 台

竪町地区自転車等放置禁止区域 自 転 車 2 台

四十万３丁目地内 自 転 車 6 台

片町２丁目地内 自 転 車 1 台

宝町地内 自 転 車 6 台

公 告

登録番号 名 称 住 所 変更登録年月日

69 有限会社 松井設備 金沢市泉野出町２丁目27番25号 平成17年７月27日



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第42条第１項第４号の規定による道路として､ 平成17年７月29日に次のとお

り指定したので公告します｡

平成17年８月11日

金沢市長 山 出 保
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組合の名称 事業施行期間 施行地区
事務所の

所 在 地

設立認可

の年月日
変更の内容

変更認可

の年月日

金沢市木曳野

土地区画整理

組合

平成13年12月11

日から平成23年

３月31日まで

金沢市桂町イ､ ロ

及びハ､ 寺中町ヘ､

ト､ チ及びリ､ 畝

田西３丁目､ 畝田

西４丁目並びに金

石北１丁目の各一

部

金沢市桂町イ

18番地１

平成13年

12月６日

事業施行期間の変更

(変更前)

平成13年12月11日から

平成20年３月31日まで

(変更後)

平成13年12月11日から

平成23年３月31日まで

平成17年

８月９日

路 線 名
道 路 と し て 指 定 し た 区 間

起 点 終 点 幅員(ｍ) 延長(ｍ)

３.３.４ 北

安江出雲線

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内７街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内１街区１番先
25.00 355.4

３.４.46 観音

堂・上辰巳線

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内79街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内80街区18番先
25.00 350.5

３.４.50 若

宮・玉鉾線

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内47街区７番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内13街区４－１番先
16.00 887.2

３.４.74 示

野町線

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内99街区10－１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内81街区18番先
16.00 526.1

３.５.45 松

村線

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内79街区47番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内79街区48番先
13.00 158.9

Ａ－１号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内１街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内１街区１番先
6.00 18.5

Ａ－２号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内２街区２－１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内２街区１－２番先
5.00 59.3

Ａ－３号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内５街区１－２番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内３街区１－２番先

5.85

～6.00
112.3

Ａ－４号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内４街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内１号公園先
6.00 121.6

Ａ－５号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内10街区１－１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内10街区１－１番先
5.85 21.2

Ａ－６号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内12街区10番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内13街区３番先
6.00 172.7

Ａ－７号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内14街区６番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内14街区１番先
5.85 112.2

Ｂ－１号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内37街区１－１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内23街区１番先

8.85

～9.00
239.9

Ｂ－２号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内24街区８番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内24街区１番先
6.00 40.0

Ｂ－３号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内32街区８番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内34街区８番先
6.00 206.0
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Ｂ－４号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内33街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内33街区５－１番先
6.00 83.0

Ｂ－５号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内35街区20番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内34街区１－１番先
6.00 72.6

Ｂ－６号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内35街区１－１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内35街区10番先
6.00 142.8

Ｂ－７号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内46街区７番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内36街区９番先
14.00 229.1

Ｂ－９号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内42街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内38街区３番先

5.85

～6.00
190.8

Ｂ－10号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内40街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内38街区１番先
6.00 59.2

Ｂ－11号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内40街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内39街区１－２番先
6.00 40.4

Ｂ－12号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内46街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内25街区１番先
14.00 269.8

Ｂ－13号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内31街区16番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内29街区５番先
6.00 210.4

Ｂ－14号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内30街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内30街区６番先
6.00 82.9

Ｂ－15号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内31街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内31街区８番先
6.00 103.5

Ｂ－16号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内28街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内31街区９番先
14.00 181.8

Ｂ－22号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内47街区１－１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内47街区７番先
9.00 120.3

Ｂ－23号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内47街区７番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内47街区７番先
11.00 113.5

Ｂ－24号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内36街区１－１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内36街区８－１番先
6.00 110.2

Ｂ－25号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内44街区14番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内44街区４番先
6.00 139.2

Ｂ－26号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内43街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内43街区９番先
6.00 135.9

Ｂ－27号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内43街区18番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内45街区１－１番先
6.00 103.7

Ｂ－28号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内37街区１－１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内37街区１－１番先
5.85 39.0

Ｂ－29号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内47街区１－１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内47街区６番先
9.00 127.4

Ｃ－１号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内17Ａ街区２番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内17Ｂ街区１番先
8.00 78.9

Ｃ－２号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内18Ａ街区13番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内18Ａ街区７－１番先
6.00 150.2

Ｃ－３号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内22街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内22街区10番先
6.00 153.5
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Ｃ－４号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内21街区５番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内19街区２番先
6.00 174.5

Ｃ－５号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内22街区20番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内21街区６－１番先
5.85 106.8

Ｃ－６号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内21街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内21街区５番先
16.00 81.5

Ｄ－１号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内51街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内51街区４番先
6.00 110.5

Ｄ－２号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内51街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内56街区１番先
6.00 60.6

Ｄ－３号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内52街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内52街区５番先
6.00 102.8

Ｄ－４号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内52街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内55街区１番先
6.00 81.7

Ｄ－５号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内57街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内58街区６番先
6.00 195.3

Ｄ－６号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内61街区17番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内65街区４番先
5.85 149.5

Ｄ－７号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内62街区14番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内３号公園先

5.85

～6.00
310.8

Ｄ－８号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内62街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内62街区７番先
6.00 94.2

Ｄ－９号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内61街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内69街区１－１番先
6.00 243.1

Ｄ－10号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内60街区４番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内58街区７番先
6.00 113.8

Ｄ－11号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内64街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内３号公園先
6.00 104.8

Ｄ－12号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内63街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内63街区７番先
6.00 72.1

Ｄ－13号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内54街区４－３番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内56街区10番先
14.00 274.4

Ｄ－14号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内53街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内53街区６番先
6.00 71.5

Ｅ－１号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内77街区34番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内75街区１番先
6.00 19.0

Ｅ－８号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内77街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内77街区26番先
6.00 164.5

Ｅ－９号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内79街区48番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内77街区34番先
6.00 277.6

Ｆ－５号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内92街区１－１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内92街区２－１番先
7.00 34.4

Ｆ－６号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内93街区１－２番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内93街区１－１番先
6.00 35.2

Ｆ－７号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内95街区７－１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内98街区５番先
7.00 239.4



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次の開発行為に関する工事が完了し､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第２項の規定により検査済証を

交付したので､ 同条第３項の規定により公告します｡

平成17年８月11日

金沢市長 山 出 保

１
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Ｆ－８号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内95街区１－１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内95街区７－１番先
6.00 82.3

Ｆ－９号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内97街区７番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内97街区14番先
6.00 127.4

Ｆ－10号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内95街区12－１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内98街区１番先
8.00 235.2

Ｆ－11号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内90街区１－２番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内91街区２番先
5.85 237.9

Ｆ－12号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内96街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内96街区５－１番先
6.00 82.1

Ｇ－１号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内81街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内83街区７番先
5.85 199.0

Ｇ－２号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内85街区１－１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内86街区４番先
5.85 168.4

Ｇ－３号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内84街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内84街区８番先
7.00 85.7

Ｇ－５号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内85街区11－１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内83街区４番先
7.00 152.7

Ｇ－６号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内110街区１番先

金沢市木曳野土地区画整理事業

施行地区内111街区８－２番先
6.00 178.0

Ｇ－７号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内108街区１番先

金沢市木曳野土地区画整理事業

施行地区内109街区９番先
7.00 178.8

Ｇ－８号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内107街区１番先

金沢市木曳野土地区画整理事業

施行地区内107街区４番先
6.00 176.4

Ｇ－９号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内106街区５番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内106街区１－１番先
6.00 43.8

Ｇ－10号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内103街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内102街区２番先
6.00 139.2

Ｇ－11号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内５号公園先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内102街区２番先
6.00 109.1

Ｇ－12号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内100街区５番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内101街区６番先
6.00 77.1

Ｇ－13号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内101街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内101街区５番先
6.00 71.1

Ｇ－14号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内99街区１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内99街区５番先
5.85 77.3

Ｇ－15号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内110街区２番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内105街区１番先
13.00 255.8

Ｇ－16号路線
金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内99街区10－１番先

金沢市戸板第二土地区画整理事業

施行地区内103街区１番先
7.85 293.4



２

�金沢市選挙管理委員会告示第40号

公職選挙法 (昭和25年法律第100号) 第30条の11の規定により､ 清水 政利を在外選挙人名簿から抹消しました｡

平成17年８月11日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会
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開発区域に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

金沢市駅西新町３丁目501番１から501番12まで かほく市宇野気リ221番地

ミズノエステート 有限会社

代表取締役 水野 滋雄

金沢市額新保２丁目250番から253番まで及び266番か

ら269番まで

金沢市額新保２丁目82番地

吉本 藤作

金沢市直江町イ40番１､ 41番１及び42番３ 金沢市直江町ホ85番地

堀越 喜一

金沢市稚日野町南211番 金沢市稚日野町北28番地

中西 和章

金沢市古郷町ロ50番１ 金沢市古郷町ロ77番地

北尾 清次

金沢市押野２丁目268番３から268番７まで 金沢市鞍月５丁目57番地

株式会社 ダイワハウス北信越

代表取締役 東口 洋

開発区域に含まれる地域の名称 公共施設の種類､ 位置及び区域 開発許可を受けた者の住所及び氏名

金沢市赤土町ニ104番１､ 105番１､ 141

番１､ 142番１､ 142番４､ 143番１､

143番３､ 143番４､ 144番１､ 144番３､

145番１､ 145番３､ 146番１及び164番

並びに金沢市所管の法定外公共物の一

部

水路 金沢市所管の法定外公共物の

一部

羽咋市東川原町免田38

株式会社 八幡

代表取締役 久保 順一

金沢市松村６丁目183番１及び183番３

から183番６まで

道路 金沢市松村６丁目183番４ 金沢市泉が丘２丁目12番46号

株式会社 金沢ホームビルド

代表取締役 渡邊 隆三

金沢市畝田中２丁目163番２から163番

７まで

道路 金沢市畝田中２丁目163番４ 金沢市泉が丘２丁目12番46号

株式会社 金沢ホームビルド

代表取締役 渡邊 隆三

金沢市天神町２丁目658番１､ 658番８

から658番15まで及び725番３

道路 金沢市天神町２丁目658番１､

658番14及び725番３

水路 金沢市天神町２丁目658番15

金沢市諸江町上丁581番地２

株式会社 中部ジェイ・シイ

代表取締役 安田 勇作

金沢市寺中町ロ70番１及び70番５から

70番11まで

道路 金沢市寺中町ロ70番１ 金沢市富樫１丁目２番10号

株式会社 杉本住宅

代表取締役 杉本 誠二

金沢市駅西新町２丁目1503番１から

1503番６まで

道路 金沢市駅西新町２丁目1503番

４

金沢市保古１丁目217番地１

大成ホーム 株式会社

代表取締役 前田 和人

選挙管理委員会告示



�金沢市監査公表第24号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第４項の規定により実施した工事監査の結果に関する報告を次のとお

り決定したので､ 同条第９項の規定により当該報告を公表します｡

平成17年８月11日

金沢市監査委員 山 形 紘 一

金沢市監査委員 中 島 秀 雄

金沢市監査委員 上 田 忠 信

金沢市監査委員 増 江 啓

１ 監査対象

� 金沢駅東広場建築仕上工事

都市計画課

� 金沢駅東広場シェルター建設工事

都市計画課

２ 監査を執行した監査委員

山形紘一､ 中島秀雄､ 上田忠信､ 増江啓､ 中西勝之､ 小津正昭､ 安達前､ 高村佳伸､ 澤飯英樹､ 出石輝夫､ 近藤

義昭

以下､ 監査委員の退任及び就任は次のとおりである｡

・中西勝之は平成15年３月31日に退任し､ 代わって同年４月１日に近藤義昭が就任した｡

・小津正昭､ 安達前は平成15年５月１日に退任し､ 代わって同月15日に高村佳伸､ 出石輝夫が就任した｡

・高村佳伸は平成16年３月24日に退任し､ 代わって同月25日に澤飯英樹が就任した｡

・澤飯英樹､ 出石輝夫は平成17年３月24日に退任し､ 代わって同月25日に上田忠信､ 増江啓が就任した｡

・近藤義昭は平成17年３月31日に退任し､ 代わって同年４月１日に山形紘一が就任した｡

３ 監査の方法

工事の設計図書等関係書類を審査するとともに､ 施工状況を実地監査した｡

４ 監査の結果

� 設計に関する事項

設計及び設計内容については､ 適正と認められた｡

� 施工に関する事項

施工､ 施工管理及び検査については､ 適正に執行されていた｡

� 事務手続に関する事項
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監 査 公 表

工 事 場 所 請 負 業 者
(契約方法) 契 約 金 額 契約年月日 着工年月日 竣工(契約)

年 月 日 監査期間 実査年月日

金沢駅北土地
区画整理事業
施行地区内

清水･治山社･豊蔵
特 定 建 設 工 事
共 同 企 業 体

( )制約付一般
競 争 入 札

円

平成14年
９月24日

平成14年
９月25日

平成17年
２月21日

平成14年
11月８日

平成15年
９月26日

1,543,500,000 ～

(平成17年３月10日) 平成17年
４月25日

平成17年
７月25日

工 事 場 所 請 負 業 者
(契約方法) 契 約 金 額 契約年月日 着工年月日 竣工(契約)

年 月 日 監査期間 実査年月日

金沢駅北土地
区画整理事業
施行地区内

治山社・岡組・
本 陣 住 宅
特 定 建 設 工 事
共 同 企 業 体

( )制約付一般
競 争 入 札

円

平成14年
12月20日

平成14年
12月20日

平成17年
２月17日

平成15年
２月７日

平成15年
９月26日

1,879,500,000
平成16年
８月９日

～

(平成17年３月10日) 平成17年
７月25日 平成17年

４月25日



契約等の事務手続については､ 適正に執行されていた｡

消防訓練のため､ 次により消防車のサイレンを使用します｡

平成17年８月11日

金沢市消防長 宮 村 正 雄

場所 金沢市臨港消防署管轄区域内

(金沢港北地区特別防災区域内)

日時 平成17年８月22日 午後１時30分から午後２時まで
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消 防 本 部 公 告

平成17年(2005年)８月11日 印刷 発行人 金 沢 市
平成17年(2005年)８月11日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

印刷者 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 前 川 稔
定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄


